令和８年度スポーツフェスタ

「第６９回福岡県民スポーツ大会」（　　　）実行委員会会則（案）

　　　第１章　総　則

　（名　称）

第１条　この会は、スポーツフェスタ「第６９回福岡県民スポーツ大会」（　　　　　　　）実行委員会（以下「本会」という）という。

　（事務局）

第２条　本会の事務局を（　　　　　　　　　　）に置く。

　（目　的）

第３条　本会は、スポーツフェスタ「第６９回福岡県民スポーツ大会」（　　　　）競技の開催に必要ないっさいの事業を行うことを目的とする。

　（事　業）

第４条　本会は、前条の目的を達成するため、次の事務及び事業を行う。

　（１）大会の運営に必要な総合計画に関すること。

　（２）福岡県、福岡県教育委員会、(公財)福岡県スポーツ協会、その他関係団体との連絡に関すること。

　（３）競技別会場の選考に関すること。

　（４）大会の準備及び運営に必要な経費に関すること。

　（５）競技運営の準備に関すること。

　（６）その他大会の開催に必要なこと。

　　　第２章　組　織

　（委員会の構成）

第５条　本会は、市（町、村）及び関係団体等の役職員並びに有識者（以下「委員」という）を
もって構成する。

　（役員等）

第６条　本会に次の役員を置く。

　（１）会　長　　　 １　名

　（２）副会長　　　 若干名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  （３）監　事　　　 若干名

２　本会に、前項の役員のほか、顧問及び参与を置くことができる。

　（役員等の選任）

第７条　会長は（スポーツ担当課長）があたり、その他の役員は総会の承認を得て会長が委嘱する。

　（役員等の職務）

第８条　会長は、本会を代表し、会務を総括する。

２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定める順序により、会
長の職務を代行する。

３　監事は、この会の会計を監査する。
　（委員、役員の任期）

第９条　委員及び役員の任期は、本会の目的事業が完了するまでとする。

　　　ただし、特別の事由があるときは、この限りではない。

　　　第３章　会　議

第10条　実行委員会の会議は、役員及び委員で構成する。

２　会議は、会長が必要に応じて招集し、次の各号に掲げる事項を審議決定する。

　（１）会則の制定及び改廃に関すること。

　（２）大会の開催の基本方針に関すること。

　（３）予算及び決算に関すること。

　（４）その他前各号に準ずる重要な事項に関すること。

３　会議の議長は、会長とする。

４　会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
５　会議は対面、オンラインまたは書面で開催することができる。
　　　第４章　会長の専決処分

第11条　会長は、会議を招集するいとまがないとき、又は軽微な事項については、これを専決
処分することができる。

２　会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の会議に報告しなければならな
い。

　　　第５章　事務局
第12条　第３条の目的を達成するために、事務局を設ける。

２　事務局に関し、必要な事項は、会議にはかって会長が定める。

　　　第６章　会　計

　（経　費）

第13条　本会の経費は、負担金、寄付金その他をもって充てる。

　（会計期間）

第14条　本会の会計期間は、本会発足日に始まり、大会終了後３０日目に終わる。

　　　第７章　補　則
第15条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

　　　附　則

　この会則は、令和８年　　月　　日から施行する。

令和８年度スポーツフェスタ

「第６９回福岡県民スポーツ大会」（　　　）実行委員会事務局規程（案）

　　　第１章　総　則

　（目　的）

第１条　この規程は、スポーツフェスタ「第６８回福岡県民スポーツ大会」（　　　　　　）実行委員会会則第１２条の規定に基づき、事務局の組織及び運営について、必要な事項を定める。

　　　第２章　組　織

　（職　員）

第２条　事務局に次の職員を置く。

　（１）事務局長　　　１　名

　（２）事務局次長　　若干名

　（３）係　　長　　　若干名

　（４）係　　員　　　若干名

２　前項に掲げる職員は、会長が委嘱する。

　（職　務）

第３条　事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を総括し、所属の職員を指導監督する。

２　事務局次長は、上司の命を受け、事務局長の指示する分担に従い、事務を処理する。

３　係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

４　係員は、上司の命を受け、事務を処理する。

　（係の設置）

第４条　事務局に次の係を置く。

　（１）総務係

　（２）競技係

　（３）その他必要な係

２　係の分掌事務は、会長が別に定める。

　　　第３章　決　裁

　（決裁手続）

第５条　事務の決裁は、原則として係長、事務局次長、事務局長、副会長、会長の順に決裁を受
けるものとする。

２　前項の場合において、他の係に関係のある事案は、他の係に合議しなければならない。

　（代理決裁）

第６条　会長が不在のときは、あらかじめ会長の定める順序により副会長が、その事務を代理決
裁する。

２　前項の規程にかかわらず特に重要又は異例に属する事務については、これを代理決裁するこ
とができない。

　（専　決）

第７条　事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

　（１）事務局職員の服務に関すること

　（２）事務局職員の出張に関すること

　（３）役員及び委員等の費用弁償及び報償費に関すること

　（４）収入命令に関すること

　（５）予算の範囲内での支出負担行為に関すること

　（６）軽易な通知、届出、照会、回答、依頼、報告等に関すること
　　　第４章　文書及び公印

　（文書記号及び番号）

第８条　文書には、記号及び番号をつけるものとする。

２　文書の記号は、「　　　県ス　　 第　　　 号」とする。

３　文書の番号は、総務係に備え付けの文書件名簿によって記載する。

　（公　印）

第９条　事務局で使用する公印の種類、寸法及び個数は、別表１のとおりとする。

　　　第５章　財　務

　（財　務）

第10条　現金、物品等の出納、その他会計事務に関しては、この章に定めるもののほか、（事務
局を置く市町村）の財務規則、その他財務に関する規程の例による。

　（金融機関の指定）

第11条　現金の出納は、別に指定する金融機関の普通預金口座又は当座預金を通じて行うもの
とする。

　（決　算）

第12条　事務局は、大会終了後３０日以内に決算書を作成し、会長に提出しなければならない。

２　会長は、前項の決算書の提出を受けたときは、監事の審査を経て、総会の承認を受けなけれ
ばならない。

　（旅　費）

第13条　旅費の額及び支給方法については、事務局を置く市町村の「職員の旅費に関する条例」
に準ずる。

　（事務局の備え付け帳簿）

第14条　事務局は、次に掲げる帳簿を設け、所定の事項を記載しなければならない。

　（１）現金出納簿（予算差引簿）
  （２）小切手用受払簿

　　　　第６章　補　則

　（補　則）

第15条　この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

　　　附　則

　この規程は、令和８年　　月　　日から施行する。
事　務　局　事　務　分　掌　（案）
総務係

　　１　事務局の総合連絡及び基本的運営に関すること。

２　文書の収受、発送、公印の保管に関すること。

３　各種会議に関すること。

４　資金の調達に関すること。

５　予算及び決算に関すること。

６　収入及び支出に関すること。

７　物品の調達及び保管に関すること。

８　来賓、役員等の案内、受付、弁当の配布に関すること。
９　自動車の借上げ、配車等に関すること。

１０　大会運営に必要な警備及び交通対策に関すること。

１１　報道に関すること。

１２　その他、競技係に属さないこと。

競技係

１　競技の実施計画及び運営に関すること。

　２　競技団体との連絡調整に関すること。

　３　大会役員及び競技役員等に関すること。

　４　総合プログラム、競技プログラム及び賞状に関すること。
　５　大会要項、申込書、案内状等に関すること。

　６　競技別会場の決定及び設営に関すること。

　７　開会式の企画、運営に関すること。

　８　救護に関すること。

　９　大会の記録に関すること。

１０　歓迎塔、看板、装飾等に関すること。

１１　大会用ポスターの準備、掲示に関すること。

１２　その他、大会の計画、運営、調査、執行に関すること。
別　表　１　　公印

	種類
	寸法

	個数

	福岡県民スポーツ大会（　　）実行委員会会長印
	３０mm
	　　１

	福岡県民スポーツ大会（　　）実行委員会事務局長印
	２５mm
	　　１


